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第１ 個人住民税の現年課税化についての検討 

 

１ 個人住民税の現年課税化に係るこれまでの議論 

 

（１）これまでの経緯 

個人所得課税において、給与等は原則として、所得税（国税）は、所得の

発生した年に課税・納税が行われるいわゆる「現年課税」であるのに対し、

個人住民税（地方税）は前年の所得を基準として翌年度に課税する「翌年度

課税」となっている。 

この個人住民税の仕組みは、課税団体を明確化しつつ、納税義務者や企業、

地方団体の事務負担に配慮したものであるが、定年退職等により前年に比べ

て収入が大きく減少した者にとっては負担感が重くなるなどの課題が指摘

されてきたところである。 

この課題に対し、個人住民税の現年課税化については、古くは「長期税制

のあり方についての答申」（昭和４３年７月政府税制調査会）において「住

民税は、前年の所得を基礎として課税するいわゆる前年所得課税のたてまえ

をとっている。所得発生の時点と税の徴収の時点との間の時間的間隔をでき

るだけ少なくすることにより、所得の発生に応じた税負担を求めることとす

るためには現年所得課税とすることが望ましいと考えられるので、この方法

を採用する場合における源泉徴収義務者の徴収事務、給与所得以外の者に係

る申告手続等の諸問題について、引き続き検討することが適当である。」と

されている。 

近年においても、政府税制調査会が平成１７年６月にまとめた「個人所得

課税に関する論点整理」の中で、「個人住民税は、納税の事務負担に配慮し

て、前年の所得を基礎として課税するいわゆる前年所得課税の仕組みを採っ

ているが、本来、所得課税においては、所得発生時点と税負担時点をできる

だけ近づけることが望ましい。近年の、ＩＴ化の進展、雇用形態の多様化等、

社会経済情勢の変化を踏まえ、納税者等の事務負担に留意しつつ、現年課税

の可能性について検討すべきである。」とされている。 

また、本年度の国会においても、個人住民税の現年課税化が取り上げられ、

ＩＴ化の進展やマイナンバーの導入を踏まえ、個人住民税の現年課税化の検

討を進めるべきとの議論が行われた。 
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なお、平成２４年８月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」（以

下「税制抜本改革法」という。）においては、「個人住民税の所得割における

所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導入の際

に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、

検討する。」（第７条第２号ニ（３））とされ、引き続き検討を行うべき課題

として位置づけられている。 

個人住民税の現年課税化については、これまで関係団体から様々な意見が

寄せられている。 

東京地方税理士会（神奈川県と山梨県の税理士会）からは、「平成２７年

度税制改正に関する意見書（平成２６年３月）」の中で、「源泉徴収・年末調

整を行う必要があることから、給与の支払者の事務負担が増大するという問

題や、現年課税への経過年度の取扱いに検討の余地はあるが、将来の現年課

税制度導入のための具体的検討を進めることが望ましい。」という意見が、

また、日本商工会議所からは、「平成２９年度税制改正に関する意見（平成

２８年９月１４日）」の中で、「個人住民税の現年課税化が検討されているが、

事業者に対し、所得税に加え、個人住民税についても、源泉徴収事務や年末

調整事務を課すことが必要となる。現状以上の納税事務負担の増加を強いる

個人住民税の現年課税化には反対である。」といった意見が、さらに、全国

町村会からは、「平成２７年度政府予算編成及び施策に関する要望（平成２

６年７月３日）」の中で、「個人住民税の現年課税化については、町村や事業

主の事務負担が増加することなどから、慎重に検討すること。」といった意

見が寄せられている。 

 

（２）本検討会におけるこれまでの議論と個人住民税の現年課税化に係る論点 

上述のとおり、個人住民税の現年課税化については古くから議論されてき

ている問題であり、本検討会においても、これまで継続的に個人住民税の現

年課税化の導入について、議論を行ってきた。 

その際、税の徴収という極めて実務的な問題であり、抽象的・理念的な検

討では課題等がはっきりしないと考えられることから、個人住民税の現年課

税化を行うとした場合に考えられる具体的な方式案（①所得税方式、②市町

村精算方式）に基づいて実際に個人住民税の現年課税を行った場合を想定し
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て、それぞれ実務上発生するとみられる負担とその対応策について検討を行

ってきた。 

これまでの本検討会において議論されてきた個人住民税の現年課税化に

係る論点（所得税方式の場合）は、以下のとおりである。 

 

【特別徴収義務者の事務負担】 

① 従業員の１月１日現在の住所地の把握 

  ・ 現在、住民基本台帳や給与支払報告書の住所情報等を基に市区町村が行

っている課税団体の確定について、特別徴収義務者が全従業員の１月１

日現在の住所地を確認し、課税団体を確定する必要が生じるが、正確に住

所地を把握することは、特別徴収義務者に大きな負担となるのではない

か。（仮に、新たに１月１日現在の住所地が記載された申告書の提出を義

務付け、住民票の添付を求めることとすると、納税義務者の負担となる。） 

  ・ 年の途中で雇用された者（新入社員、アルバイト・パート等）について

は、１月１日現在の住所地を把握することが必要であるが、どこまで正確

に把握することができるのか。 

  ・ 特に、雇用者の出入りが多い業種（小売業、飲食業、サービス業等の短

期間のパート・アルバイトが多い職種、短期間のイベントや工事等で大人

数を雇う必要がある業種等）にとって、大きな負担となるのではないか。 

 

② 個人住民税の税額の計算・年末調整 

・ 全従業員について、毎月の給与額に応じた税額を計算し、１月１日現在

の各従業員の住所地市区町村に納付する事務が生じるが、特別徴収義務者

に大きな負担となるのではないか。 

・ 年末には、各従業員の人的控除申告等を整理し、地方団体により異なる

税率等で税額計算したのち、追徴・還付を行う年末調整事務が生じるが、

特別徴収義務者に大きな負担となるのではないか。 

・ 特に、中小企業については、経理事務の人員が少ないところも多く、ま

た、会計ソフトなどＩＴを活用する環境が十分でないところもあることか

ら、これらの事務への対応は可能か。 
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③ その他 

  ・ 所得情報を各種社会保障制度等で活用するため、市区町村において、各

種課税資料を名寄せし、所得を計算することは引き続き必要であり、現年

課税化する場合でも、給与支払報告書の提出は必要であり、この面での特

別徴収義務者の事務負担の軽減は難しいのではないか。 

 

【納税義務者の事務負担】 

・ 現年課税化した場合、課税方式が所得税と同様申告納税方式となると考  

えられることから、給与所得者においても、所得税の確定申告を行う者（給

与所得以外の所得のある者、医療費控除や寄附金税額控除等のある者及び

年末調整ができない短期間雇用の従業員等）は、前年１月１日現在の住所

地市区町村に対して、超過課税等を反映させた住民税の確定申告が必要と

なり、納税義務者に大きな負担となるのではないか。 

・ 自営業者等についても、同様に前年１月１日現在の住所地市区町村に対

して、確定申告が必要となり、納税義務者に大きな負担となるのではない

か。 

・ 特に転居した場合、転居前の前年１月１日現在の住所地市区町村に対し

て申告する必要があるが、正しく申告されるか。 

 

【市区町村の事務負担】 

・ 確定申告により、市区町村から住民への還付事務が多く発生することと

なり、市区町村の事務が煩雑となるのではないか。 

・ 所得情報を各種社会保障制度等で活用するため、市区町村において、各

種課税資料を名寄せし、所得を計算することは引き続き必要であり、現年

課税化する場合でも、市区町村の事務（システム経費等を含む）の大幅な

削減は難しいのではないか。 

 

【切替年度の税負担】 

・ 現年課税への切替時に、２年分の課税が発生するため、その税負担をど

う考えるか。 

・ 仮に、２年分の課税を行わない場合、所得の発生時期を調整することが
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可能な所得（例：有価証券、不動産）について、駆け込み需要や反動減が

生じ、経済活動に大きな影響を与えるのではないか。 

・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得に差が生じ、世代

間の不公平が生じるのではないか。 

 

   昨年度の検討会においては、所得税方式を基にして、マイナンバー利用開

始後の企業と市区町村に発生する事務負担や、負担軽減策も含めた現年課

税化のあり方を中心に実務的な観点から議論を行うとともに、切替年度の

取扱いについても議論を行った。 

切替年度の取扱いについては、昨年度とりまとめた報告書の「今後の課題」

において、「切替前後２ヶ年度分のうち、いずれかの年度分（例えば、税額

の高い年度分）を徴収すればよいという考え方や、所得課税の公平確保のた

めには２ヶ年度分とも徴収すべきという考え方などが従来から存在し、これ

までのところ、この点について十分に検討・整理が深められている状況には

ない。」と指摘したところである。 

 

（３）本年度の個人住民税検討会における検討 

本年度の検討会では、昨年度、「今後の課題」として指摘した切替年度の

税負担に関する論点を中心に議論を行った。本報告書は、その検討内容をと

りまとめたものである。 

なお、本検討会において、「現年課税」とは「ある所得発生年分の税負担

について、時間的間隔を置かず、その年分の所得を基に決定すること」とい

う意味で使用することとする。このほか、地方税においては、「地方税の徴

収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を

納入させること」を「特別徴収」と定義している（地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第１条第１項第９号）ところであるが、個人住民税に現年課

税を導入し、その源泉徴収を行うことについては、現行の個人住民税におけ

る特別徴収と区別するため、「源泉徴収」という用語を用いることとする。

ただし、源泉徴収を行う義務を負う者は、特別徴収を行う義務を負う者と同

一であることから、引き続き「特別徴収義務者」という用語を用いることと

する。 
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２ 現年課税化の切替年度における税負担のあり方について 

 

（１）切替年度における税負担に係る課題 

現行の翌年度課税から現年課税に移行する場合、制度の切替年度に課税対

象となる所得は、切替前年の所得と切替年の所得の２ヶ年度分存在すること

となる。この切替前後の所得に対し、どのように課税するのかという切替年

度に特有の問題が生じる。 

この点、①所得が発生すれば分け隔てなく応分の税負担を求めるべきとい

う考え方を重視する観点から、従来の課税方法によるものと切替後の課税方

法によるものの２年分の税負担を何らかの形で求めることとするか、②税負

担は行政サービスの提供に必要な財源を賄うために求めるものであるとす

る観点から、基本的に１年分の所得に対する水準で課税していく形に調整す

ることとするか、大きく２つの考え方があり、具体的には、様々な課税方法

が考えられる。 

本検討会においては、この切替年度における税負担に係る対応策として、

以下の選択肢について議論を行った。 

 

＜選択肢Ａ－１＞ Ｎ年度にＮ－１年所得とＮ年所得の２年分課税する。 

＜選択肢Ａ－２＞ Ｎ－１年所得に対し複数年かけて課税する。 

＜選択肢Ｂ－１＞ Ｎ－１年所得に対し課税しない。 

＜選択肢Ｂ－２＞ Ｎ－１年所得とＮ年所得のどちらか多い方の所得をＮ

年所得として課税する。 

＜選択肢Ｂ－３＞ Ｎ－１年所得とＮ年所得の平均所得をＮ年所得として

課税する。 

＜選択肢Ｂ－４＞ Ｎ－１年所得に対し課税しないこととするが、Ｎ－１

年所得がＮ－２年所得より一定金額増加した場合、そ

の増加所得に対し課税する。 

＜選択肢Ｃ＞   Ｎ－１年所得とＮ年所得に対しそれぞれ５％の税率で

課税する。 

 

＜選択肢Ａ＞は、所得が発生すれば分け隔てなく応分の税負担を求めるべ

きという観点から、２年分の税負担を求めるという考え方を前提とした案で
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あり、＜選択肢Ｂ＞は、税負担は行政サービスの提供に必要な財源を賄うた

めに求めるものであるとする観点から、基本的に１年分の所得に対し課税す

るという考え方を前提とした案である。＜選択肢Ｃ＞は、両方の考え方を踏

まえた案である。 

 

 

 

（２）切替年度の税負担のあり方に係る選択肢と課題 

 

 ＜選択肢Ａ－１＞ 

  Ｎ年度にＮ－１年所得とＮ年所得の２年分課税する。 
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  【考え方】 

所得が発生すれば分け隔てなく応分の税負担を求めるべきという観点

から、従来の課税方法によるものと切替後の課税方法によるものの２年分

の税負担を求めることとするものである。 

 

  【課題】 

・ 年間の税負担が大幅に増えるため、納税者の理解が得られるか。 

・ Ｎ年度において、Ｎ－１年所得に対する特別徴収とＮ年所得に対す

る源泉徴収の事務が併存することとなり、特に特別徴収義務者の事務

が煩雑となるとともに、混乱が生じるおそれがある。 

 

 ＜選択肢Ａ－２＞ 

  Ｎ－１年所得に対し複数年かけて課税する。 

 

 

  【考え方】 

所得が発生すれば分け隔てなく応分の税負担を求めるべきという観点

から、２年分の税負担を求めることとし、Ｎ年度における個人の税負担が

大幅に増えないよう、Ｎ－１年所得について複数年かけて課税することと

するものである。 

 

  【課題】 

   ・ 年間の税負担が増えるため、納税者の理解が得られるか。 

   ・ 定年退職した場合など、収入が大きく減少した後も税負担が生じる

場合がある。 
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   ・ Ｎ－１年所得に対し複数年かけて課税することとなるため、どのよ

うに賦課徴収するのか検討が必要。（仮に、普通徴収により徴収する

場合、課税庁である市区町村の事務負担（納税義務者の捕捉や納税通

知書の送付等）が増えることとなる。） 

 

 ＜選択肢Ｂ－１＞ 

  Ｎ－１年所得に対し課税しない。 

 

 

  【考え方】 

税負担は行政サービスの提供に必要な財源を賄うために求めるもので

あるとする観点から、Ｎ年所得のみ課税し、Ｎ－１年所得に対しては課税

しないこととするものである。 

 

  【課題】 

・ 長期的に見れば、税負担が実質的に１年分軽減され、地方団体の税

源が失われることとなる。また、例えばＮ－１年に退職する場合等、

Ｎ年所得がない場合、税負担の増加について配慮する必要がないにも

関わらず減税となる。 

   ・ 所得の発生時期を調整することが可能な所得（例：有価証券、不動

産）について、課税されないＮ－１年に所得を発生させることで税負

担を免れることが可能となる。また、このためこれらの所得に係る売

買がＮ－１年に集中することとなり、駆け込み需要や反動減が生じ、

経済活動に大きな影響を与える可能性がある。 

   ・ Ｎ－１年所得に課税しないこととすると、地方団体の税務部局にお
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いて、Ｎ－１所得を捕捉する必要がなくなるが、その場合、社会保障

制度等で活用できなくなる。 

   ・ 年度間変動が大きい所得について、現年課税導入の時期により税負

担が大きく変わり、納税義務者間で不公平が生じる。 

   ・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得に差が生じ

（退職後に現年課税導入を迎える場合は、課税されない所得がな

い）、世代間で不公平が生じる。 

 

 ＜選択肢Ｂ－２＞ 

  Ｎ－１年所得とＮ年所得のどちらか多い方の所得をＮ年所得として課税す

る。 

 
 

  【考え方】 

税負担は行政サービスの提供に必要な財源を賄うために求めるもので

あるとする観点から、１年分の所得に対してのみ課税することとし、所得

の発生時期の調整により税負担を免れることを防ぐため、Ｎ年所得とＮ－

１年所得のどちらか多い方の所得をＮ年所得として課税することとするも

のである。 

課税方法としては、Ｎ年所得に対し源泉徴収を行った上で、Ｎ－１年

所得がＮ年所得を上回る場合に、その上回る所得に対し、別途課税するこ

とが考えられる。 

 

  【課題】 

・ 長期的に見れば、税負担が実質的に１年分軽減され、地方団体の税

源が失われることとなる。 

・ 所得の発生時期を調整することが可能な所得（例：有価証券、不動
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産）について、Ｎ－１年とＮ年に所得の発生を分散させることで税負

担の軽減を図ることが可能となる。また、このためこれらの所得に係

る売買がＮ－１年とＮ年に集中することとなり、駆け込み需要や反動

減が生じ、経済活動に影響を与える可能性がある。 

   ・ Ｎ年所得よりＮ－１年所得の方が多い場合、Ｎ－１年所得の発生か

ら課税まで１年半以上の期間を要することとなる。 

   ・ 課税庁である市区町村の事務負担（Ｎ－１年所得とＮ年所得の調

整、納税通知書の発送等）が増えることとなる。特に、Ｎ－１年１月

１日とＮ年１月１日の住所地が異なる者について、Ｎ年所得の課税団

体が、Ｎ－１年１月１日の住所地の市区町村に所得情報を照会する必

要がある。 

   ・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得に差が生じ

（退職後に現年課税導入を迎える場合は、課税されない所得がな

い）、世代間で不公平が生じる。 

 

 

 ＜選択肢Ｂ－３＞ 

  Ｎ－１年所得とＮ年所得の平均所得をＮ年所得として課税する。 

 

 

  【考え方】 

税負担は行政サービスの提供に必要な財源を賄うために求めるもので

あるとする観点から、１年分の所得に対してのみ課税することとし、所得

の発生時期の調整により税負担を免れることを防ぐため、Ｎ年所得とＮ－

１年所得の平均所得をＮ年所得として課税することとするものである。 

課税方法としては、Ｎ年所得に対し源泉徴収を行った上で、Ｎ年所得
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が確定した段階で、Ｎ－１年所得とＮ年所得の平均所得から税額を算出

し、納付額との差額について、追徴又は還付を行うことが考えられる。 

 

  【課題】 

・ 長期的に見れば、税負担が実質的に１年分軽減され、地方団体の税

源が失われることとなる。また、例えばＮ－１年に退職する場合等、

Ｎ年所得がない場合、税負担の増加について配慮する必要がないにも

関わらず減税となる。 

・ 所得の発生時期を調整することが可能な所得（例：有価証券、不動

産）について、平均所得を用いるＮ－１年とＮ年に所得を発生させる

ことで税負担の軽減を図ることが可能となる。また、このためこれら

の所得に係る売買がＮ－１年とＮ年に集中することとなり、駆け込み

需要や反動減が生じ、経済活動に影響を与える可能性がある。 

   ・ 課税庁である市区町村の事務負担（Ｎ－１年所得とＮ年所得の調

整、追徴又は還付（ほぼ全ての納税義務者に発生））が大幅に増える

こととなる。特に、Ｎ－１年１月 1日とＮ年１月１日の住所地が異な

る者について、Ｎ年所得の課税団体が、Ｎ－１年１月１日の住所地の

市区町村に所得情報を照会する必要がある。 

   ・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得に差が生じ

（退職後に現年課税導入を迎える場合は、課税されない所得がな

い）、世代間で不公平が生じる。 

 

 ＜選択肢Ｂ－４＞ 

  Ｎ－１年所得に課税しないこととするが、Ｎ－１年所得がＮ－２年所得よ

り一定金額増加した場合、その増加所得に対し課税する。 
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  【考え方】 

税負担は行政サービスの提供に必要な財源を賄うために求めるもので

あるとする観点から、基本的に１年分の所得に対してのみ課税することと

し、所得の発生時期の調整により税負担を免れることを防ぐため、Ｎ－１

年所得がＮ－２年所得より一定金額増加した場合、その増加所得に対し課

税することとするものである。 

これは、昭和２２年に所得税が完全現年課税化した際に創設された増

加所得税を参考としたものである。 

 

  【課題】 

・ 長期的に見れば、税負担が実質的に１年分軽減され、地方団体の税

源が失われることとなる。また、例えばＮ－１年に退職する場合等、

Ｎ年所得がない場合、税負担の増加について配慮する必要がないにも

関わらず減税となる。 

・ 所得の発生時期を調整することが可能な所得（例：有価証券、不動

産）について、Ｎ－２年とＮ－１年に所得の発生を分散させることで

税負担の軽減を図ることが可能となる。また、このためこれらの所得

に係る売買がＮ－２年とＮ－１年に集中することとなり、駆け込み需

要や反動減が生じ、経済活動に影響を与える可能性がある。 

   ・ 課税庁である市区町村の事務負担（Ｎ－２年所得とＮ－１年所得の

調整）が増えることとなる。特に、Ｎ－２年１月 1日とＮ－１年１月

１日の住所地が異なる者について、Ｎ－１年所得の課税団体が、Ｎ－

２年１月１日の住所地の市区町村に所得情報を照会する必要がある。
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ただし、増加所得への課税は、現行の課税と同じスキームで行うこと

ができ、＜選択肢Ｂ－２＞及び＜選択肢Ｂ－３＞より事務負担の増加

は少ないと考えられる。 

   ・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得に差が生じ

（退職後に現年課税導入を迎える場合は、課税されない所得がな

い）、世代間で不公平が生じる。 

 

 ＜選択肢Ｃ＞ 

  Ｎ－１年所得とＮ年所得に対しそれぞれ５％の税率で課税する。 

 
 

  【考え方】 

所得が発生すれば分け隔てなく応分の税負担を求めるべきという観点

から、２年分の税負担を求めるという考え方と税負担は行政サービスの

提供に必要な財源を賄うために求めるものであるとする観点から、基本

的に１年分の所得に対し課税するという考え方の双方を踏まえ、Ｎ－１

年所得とＮ年所得の両方に課税することとする一方、Ｎ－１年所得とＮ

年所得に対し適用される税率を５％とすることで、個人の税負担が増え

ないようにするものである。 

 

  【課題】 

・ 長期的に見れば、税負担が実質的に１年分軽減され、地方団体の税

源が失われることとなる。また、例えばＮ－１年に退職する場合やＮ

年に新規採用される場合等、Ｎ－１年所得又はＮ年所得のいずれかの

所得しかない場合、税負担の増加について配慮する必要がないにも関

わらず減税となる。 

・ 所得の発生時期を調整することが可能な所得（例：有価証券、不動
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産）について、税率が低いＮ－１年とＮ年に所得を発生させることで

税負担の軽減を図ることが可能となる。また、このためこれらの所得

に係る売買がＮ－１年とＮ年に集中することとなり、駆け込み需要や

反動減が生じ、経済活動に影響を与える可能性がある。 

・ Ｎ年度において、Ｎ－１年所得に対する特別徴収とＮ年所得に対す

る源泉徴収の事務が併存することとなり、特に特別徴収義務者の事務

が煩雑となるとともに、混乱が生じるおそれがある。 

   ・ 現年課税導入を迎える年齢により、軽減される税額に差が生じ（退

職後に現年課税導入を迎える場合には、軽減される税額がない）、世

代間の不公平が生じる。 

 

 （３）まとめ 

    切替年度の税負担については、現年課税の導入が決定され、基本的なス

キームが固まった段階で、制度の詳細を含め最終的に判断されるべき問

題であるが、引き続き、国民の経済活動や地方財政への影響等、様々な観

点から検討を深めていくべきである。 

本検討会においては、 

・ 担税力に応じて行政サービスにかかる経費を分担するという住民税の

理念からしても、ある年度を課税しないという方式は世代間の損得とい

う議論を巻き起こすのではないか。 

・ Ｎ－１年所得に対し課税しないこととした場合、所得の発生時期を調

整することができる譲渡所得等について、税負担を免れることができて

しまう。＜選択肢Ｂ－４＞は、その点対応することができる。 

・ 全地方団体への納税を１ヶ所に一括でできる共用システムが整備され

れば、＜選択肢Ｃ＞のような難しい税額計算も対応できるようになるの

ではないか。 

・ 仮に切替年度に税が余計に徴収されることになれば、従業員が節税の

ために就労調整を行うおそれがあり、一時的な人手不足をもたらす懸念

があり、スムーズな切替ができるか疑問がある。 

・ 制度変更に伴い、世代間に不公平が生じることは当然あり得ることで

あり、納税者の理解を全く得られないものではないのではないか。 

といった意見があった。 
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３ 今後の課題 

本年度の検討会では、切替年度の税負担における論点について、複数の選択

肢を示すとともに、それぞれの選択肢における課題について整理を行った。切

替年度の税負担については、国民の税負担に大きく影響を与えるものであるこ

とから、引き続き、丁寧に検討を行っていく必要がある。 

また、個人住民税の現年課税化について、これまで本検討会においては、所

得税方式を基として、特別徴収義務者に新たに発生する事務、実務的な観点か

らの懸念事項を整理してきたが、具体的に事務負担をどのように軽減すること

が可能かについて、今後さらに議論を深めていくことが必要であると考えられ

る。その際には、本検討会で洗い出された論点について、特別徴収義務者、地

方団体及び納税義務者の理解が得られる案とすることができるかという観点

から、十分に検討していくことが必要である。 

特別徴収義務者に生じると懸念されている現年課税化に伴う事務負担の問

題については、マイナンバーの活用によって改善や解決が期待できるものばか

りではないこと、また、マイナンバーの導入は、特に導入初期段階においては、

企業の実務負担を伴うものであることが、これまでの検討会を通じて確認され

たが、今後、特別徴収義務者がマイナンバーを利用して必要な情報を入手でき

るような仕組みが整備されれば、現年課税に係る事務負担が軽減される可能性

がある論点も見込まれる。また、特別徴収義務者に新たに発生する事務につい

て、ＩＴの利活用により、事務負担の増加を抑えることができる可能性もある

と考えられる。このため、今後のマイナンバー制度の運用状況、マイナポータ

ルの進捗状況や企業のＩＴ化の状況等も踏まえつつ、引き続き検討を進めてい

くことが必要である。 

  

18



 

 

 

 

第２ 特別徴収税額通知（納税義務者用）

等の電子化 
 

  

19



  

20



第２ 特別徴収税額通知（納税義務者用）等の電子化 

 

１ 特別徴収税額通知の電子化に係る議論の背景 

個人住民税を特別徴収の方法によって徴収する場合には、特別徴収義務者を

指定した上で、毎年５月３１日までに、特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収する旨を、特別徴収義務者とこれを経由して納税義務者に通知しなけれ

ばならないものとされている（地方税法第３２１条の４）。 

特別徴収税額通知については、平成２８年５月に特別徴収税額通知（特別徴

収義務者用）の電子送付が可能となるまでは全て書面により行われていたため、

給与支払者である企業は、従業員が所在する各市区町村から送付されてくる通

知を整理し、毎月の特別徴収税額を管理するために企業内システムへ入力する

とともに、従業員に対して紙で交付するという事務が生じていた。 

これらの事務負担に対し、平成２３年度の検討会において、番号制度導入に

あたっての国民、事業者の負担軽減と利便性の向上についての議論が行われ、

民間出身の委員を中心に、番号制度を活用した特別徴収税額通知の電子化によ

る通知関連事務の負担軽減を求める意見が出された。 

特別徴収税額通知の電子化については、平成２４年度の検討会でも引き続き

検討が行われ、報告書において以下のとおりとりまとめられた。 

・ オンライン化法に基づく総務省令において、地方税法第１３条及び第４３

条がオンライン化の対象として規定されていることにより、特別徴収税額通

知については原則書面通知とされているものの、オンラインにより電子的に

行うことも可能と解される。 

・ しかしながら、オンライン化法は、発信点と到達点が１対１でつながれて

いることを前提としており、特別徴収義務者を経由した納税義務者への通知

については、オンライン化法の対象とはならない。 

・ なお、特別徴収税額通知については、地方税法施行規則の様式で市町村長

の押印をすることとされており、オンラインで行うにあたっては、電子署名

を付すことが求められると解される。 

・ また、事実上納税義務者が通知書を各種証明に使用していることなどから、

書面による交付を希望する納税義務者や、そもそも電子的な通知の受領がで

きない納税義務者がいることも想定され、これらに配慮し、管理をするため

には市区町村、特別徴収義務者双方に過大な事務負担を生じることとなる。 
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・ 特別徴収義務者の負担の観点からは、特別徴収義務者を介さずに直接通知

を送付できるようにすることが理想的であるが、そのためには、現在、特別

徴収義務者を経由することとされている制度自体の見直しが必要であると

ともに、納税義務者本人に電子的に通知を行うための仕組みが必要となる。 

・ そのような仕組みとして、番号制度導入後、マイポータル（現在のマイナ

ポータル）により、国民一人一人がインターネットで情報を確認できるよう

になることが想定されており、このマイポータルを納税義務者への通知先と

して活用することが考えられ、特別徴収義務者を経由して行う現在の制度の

在り方と合わせて、引き続き検討を行うこととすべきである。なお、その際

の留意点としては、以下が挙げられる。 

➣ 番号制度が定着し、全国民が利用可能な状態となっていることが必要 

➣ 課税資料への番号記載が正確になされ、市町村が確実に正確な番号を保

有していることが必要 

➣ 普通徴収の納税義務者への納税通知書の扱いとの均衡を考慮すること

が必要 

➣ 個人住民税の現年課税化を行う場合には、特別徴収税額通知自体が不要

となる 

・  光ディスク等の媒体の使用が縮小するなかで、事務負担も考慮すれば、原

則ｅＬＴＡＸに限定する方向とすべきと考えられる。 

・ また、今後の課題としては、市区町村、特別徴収義務者、納税義務者が一

斉に対応する「一斉性」が担保されない限り、紙通知と電子通知の２重管理

が生じ、電子化による費用対効果のメリットが十分得られない可能性がある。   

しかしながら、全ての特別徴収義務者、納税義務者に対して電子的な通知

への対応を求めるのは、現状等に鑑みれば困難であり、市区町村の対応につ

いては、システム改修等に一定の期間を要するが長期的には全ての市区町村

が対応することが望ましい。 

 

２ 本年度の個人住民税検討会における検討 

平成２８年５月から可能となった特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）

の電子化の積極的な推進とあわせて、本年度の検討会では、これまでに行っ

た検討を踏まえつつ、特別徴収義務者及び市区町村の事務負担の軽減を図る

ため、特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化の方向性についての議論
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を行った。本報告書は、その検討内容をとりまとめたものである。 

 

（１）検討の視点 

特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化の方向性については、平成２

４年度の検討会において議論された、２９年度から地方団体の運用が開始さ

れるマイナポータルを活用した方法を改めて検討するとともに、事務負担の

軽減、将来的な利用率の向上という観点から、その他の導入可能な方法につ

いても広く検討を行うこととした。 

 

① 事務負担の軽減 

   特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化の実現により、情報管理の正

確性と効率性の向上が図られることはもとより、市区町村や特別徴収義務

者における通知関連事務負担が軽減される必要があるため、書面通知と電

子通知の二重管理による負担増の程度など、実務面での事務処理について

よく分析する必要がある。 

  

給与所得にかかる個人住民税における特別徴収税額通知

特徴義務者が選択

特

別

徴

収

の

場

合

普
通
徴
収
の
場
合

※１・・・eLTAXを通じて特別徴収税額通知の電子送付を希望する特徴義務者に対し、Ｈ２８年度以降システム改修した市区町村から順次対応
※２・・・出典：国税庁 平成２６年度法人課税課調
※３・・・出典：平成２７年度市町村税課税状況等の調

特
別
徴
収
義
務
者

源
泉
徴
収
義
務
の
あ
る
者
：３
５
０
万※

２

市

区

町

村

地方税ポータル
システム（eLTAX）

特別徴収税額通知
（特徴義務者用）

電子送付※１

紙通知

従 業 員

特別徴収による
納税義務者

３，７００万人※３

納税義務者
６，０００万人※３

紙の一覧表

電子ファイル

個人分

納税通知書
（紙通知）

個人用税額通知

従業員通知用
（全員分）特別徴収税額通知

（紙通知）

自 営 業 等

経由
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② 将来的な利用率の向上 

   マイナポータルやその他の電子的手段（ｅＬＴＡＸ等）による方法を検討

するにあたっては、今後の利用率の見込みを十分に考慮する必要がある。例

えば、マイナポータルであれば、将来的には、全国民が利用可能な状態とな

ることが期待されるものの、短期的にはその普及が課題となる。 

   また、電子化を進めて行くためには、利用者にとって利便性が高く、情報

処理に関する知識や技能のレベルに関わらず全国民が利用しうる仕組みで

あることが必要となる。 

 

（２）地方団体の意見 

   検討にあたっては、２８年６月に地方団体に対して行った「個人住民税に

係る特別徴収税額通知（納税義務者用）等の電子通知化」アンケート調査の

結果も参考とした。なお、地方団体からの意見は、おおむね以下のとおりで

あった。 

・ 地方団体からは、将来的には特別徴収税額通知（納税義務者用）及び納

税通知書の電子化を行うべきとの意見が多かった。 

・ 地方団体が考える電子化の主なメリットは、「市区町村の印刷・郵送費

用や事務負担の軽減」や「特別徴収義務者の事務負担の軽減（納税義務者

へ交付する必要がなくなる）」、「個人情報の保護が図られる、個人情報の

流出や紛失等のリスクの軽減（マイナポータルへ直接送付する場合）」な

どであった。 

・ 一方で、地方団体からは特別徴収税額通知（納税義務者用）の早期電子

化の導入については、書面と電子通知の二重管理が生じることで事務負担

が大きくなることや個人情報保護、真正性の確保などの観点から慎重な意

見も多かった。 

 

３ 特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化の方向性 

特別徴収の実務に係る現状や地方団体からの意見などを踏まえ、現在、特別

徴収税額通知（納税義務者用）の電子化が可能な方法として、本検討会におい

ては、以下の３案について検討を行った。 

  

24



 

（１）マイナポータルへの送信（案１） 

【概要】 

① 市区町村は、特別徴収義務者から、マイナポータルの個人アカウントを

開設した納税義務者のうち、特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子通

知に同意する者の情報を給与支払報告書により受領する。 

② 同意した納税義務者に対して、特別徴収税額通知（納税義務者用）をマ

イナポータルへ送信し、納税義務者はマイナポータルへアクセスし、同通

知を受領する。 

③ 特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子通知に同意しない又は個人ア

カウントを開設していない納税義務者に対しては、従前通り書面にて通知

する。 

 

【メリット】

○ 特別徴収による納税義務者について、マイナポータルを通じて同意した

者に特別徴収税額通知（納税義務者用）を電子通知することで、特別徴収

義務者に見られることなく、かつ、確実に到達できる。 

案①（マイナポータルへの送信案）

市

区

町

村

電子送付 電子通知に同意した
納税義務者

マイナポータル

②－２ 納税義務者がマイナポータル
へアクセスし通知を受領

②－１ 特別徴収税額通知
（納税義務者用）を電子送信

特
別
徴
収
義
務
者

電子通知に同意しない
納税義務者

書面通知 ③ 電子通知に同意した者
以外の納税義務者分

特別徴収税額通知
（納税義務者用）

経由

特別徴収税額通知
（特徴義務者用）

紙の一覧表電子ファイル

or

① 市区町村は特別徴収義務者からマイナポータルの個人アカウントを開設した納税義務者のうち電子通知に同意する者の情報を
給与支払報告書により受領
※ 給与支払報告書の様式改正（電子通知の同意欄の追加）
② 同意した納税義務者に対して電子通知をマイナポータルへ送信し、納税義務者がマイナポータルへアクセスし通知を受領
③ 電子通知に同意しない又は個人アカウントを開設していない納税義務者に対しては従前通り書面にて通知
※ 特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）を改正（電子通知の有無の欄を追加）

①－１ 電子通知の同意
（マイナポータルの個人アカウントを
開設した納税義務者に限る）

特 別徴収義務者
①－２ 給報提出時に

電子通知に同意した者を報告

特
別
徴
収
税
額
通
知

（納
税
義
務
者
用
）
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○ （特別徴収義務者から納税義務者への勧奨等によりマイナポータルの個

人アカウントの開設が推進されれば、）制度上、市区町村からの全ての特

別徴収税額通知の電子化が可能となる。また、電子化のメリットが大きく

なることから、すでに可能となっている特別徴収税額通知（特別徴収義務

者用）の電子化率の向上も期待できる。 

○ 特別徴収義務者が、納税義務者に対し、特別徴収税額通知（納税義務者

用）を郵送している場合、電子通知対象者分の郵送コスト等を減少できる。 

○ 普通徴収にかかる納税通知書の電子通知化についても対応可能。（ただ

し、電子通知の同意の取得方法について議論を行う必要がある。） 

【デメリット】 

○ マイナポータルの普及率が向上するまでは、対象者が一部の納税者に限

られるため、導入効果が低くなる。 

○ 市区町村のシステム改修（同意した者の税務システムでの管理、大量の

電子署名の付与、希望者のマイナポータルへ送信する機能の追加など）の

コストが大きくなる。 

○ 電子通知・書面通知対象者の二重管理に係る事務負担について、市区町

村は純増となり、特別徴収義務者についても、毎年、従業員における電子

通知の同意の有無を管理する事務負担が増加する。 

 

（２）源泉徴収票と同様の方式（案２） 

 

案②（源泉徴収票と同様の方式にする場合）

特
別
徴
収
義
務
者

市

区

町

村

特
別
徴
収
税
額
通
知

（特
徴
義
務
者
用
）

電磁的交付

紙の一覧表

電子ファイル

or

① 市区町村が特別徴収義務者に対し特別徴収税額通知を送付

② 特別徴収義務者は納税義務者に対し電磁的方法による提供の種類及び内容を示し、納税義務者は承諾

③ 電磁的提供を承諾した納税義務者に対し特別徴収に係る税額の情報を交付
※ 電磁的提供を承諾しない納税義務者や書面交付の請求をした納税義務者については別途書面交付（交付しない場合は罰則あり）

④ 納税義務者が市区町村に対し、給与所得からの特別徴収に係る税額を含む課税証明書の求めがあった場合は交付

書面交付
電磁的提供を承諾しない

納税義務者

③ 給与からの特別徴収に係る
税額の情報を電磁的方法による提供

（交付しない場合は罰則あり）

② 電磁的方法による提供の種類及び内容を示し、納税義務者は承諾

③ 納税義務者の電磁的交付の承諾がない場合
又は書面交付の請求があった場合

（交付しない場合は罰則あり）

特
別
徴
収
税
額
の
情
報
の
交
付

① 特別徴収義務者に対し
納税義務者の税額等の
情報を通知

④ 納税義務者が市区町村に対し、
給与からの特別徴収に係る税額を含む

所得・課税証明書の求めがあった場合は交付

書面交付

or

マイナポータル

電磁的提供を承諾した
納税義務者
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【概要】 

① 市区町村が特別徴収義務者に対し、特別徴収税額通知を送付する。 

② 特別徴収義務者は、納税義務者に対し、電磁的方法による提供の種類

及び内容を示して、納税義務者は承諾する。 

③ 特別徴収義務者は、電磁的提供を承諾した納税義務者に対し、特別徴

収に係る税額の情報を交付する。 

④ 納税義務者から市区町村に対し、給与所得からの特別徴収に係る税額

を含む所得・課税証明書の求めがあった場合は、市区町村から納税義務

者に対して所得・課税証明書を交付する。 

 

【メリット】 

○ 市区町村の事務負担は減少する。 

・ 特別徴収税額通知（納税義務者用）の印刷・マスキングのコストが発

生しない。 

・ 特別徴収税額通知（納税義務者用）が全て電子化され、電子化のメリ

ットが大きくなることから、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の

電子化率の向上も期待できる。 

【デメリット】 

○ 特別徴収義務者においては、納税義務者に交付する書面の作成・交付又

は電磁的交付義務が課せられることになるため、事務負担が増加する。（電

子化が進めば事務自体の効率化は可能となり、現行よりも事務負担が減少

する可能性もある。） 

○ 現行の特別徴収税額通知（納税義務者用）と比べ、情報量が減少（基本

的に税額のみ）するため、社会保障手続きにおいて所得・課税証明書とし

て代用する場合は、納税義務者が窓口で別途、所得・課税証明書の取得が

必要となり利便性が低下する。（ただし、平成２９年からは情報ネットワ

ークシステムが稼働し、社会保障手続において証明書を添付する必要は大

幅に減少する見込みである。） 

○ 賦課徴収税目において「特別徴収義務者」から「税額のみ」を交付する

ことの是非について 

・ 賦課税目である個人住民税にあって、課税団体である市区町村からは

納税義務者本人へ通知を行うべきか。 

27



・ 課税の適正性の担保や納税義務者の理解・利便性の確保の観点から、

特別徴収にかかる納税義務者に対し、税額の計算ができるよう、課税情

報の拡充を図ってきたところであり、その流れに逆らうことになる。 

○ この方式による場合、特別徴収義務者の従業員である納税義務者には電

子化が可能となるが、普通徴収による場合は、別途マイナポータルを活用

する案などを検討する必要がある。 

 

（３）ｅＬＴＡＸ経由（案３） 

 

【概要】 

① 納税義務者が特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子通知に同意し

た後、特別徴収義務者は、同意の旨を市区町村へ連絡する。 

② 市区町村は、特別徴収税額通知の納税義務者単位及び事業者単位のデ

ータに対し、電子署名を付与する。 

③ 市区町村は、ｅＬＴＡＸ中の特別徴収義務者の通知用ボックスに、特

別徴収税額通知を格納する。 

④ 市区町村は、特別徴収税額通知の格納通知を、特別徴収義務者のメー

ルアドレスへ送信する。 

⑤ 特別徴収義務者は、ｅＬＴＡＸで特別徴収税額通知をダウンロードす

市区町村

案③（ｅＬＴＡＸ経由案）

電子送付
電子通知に同意した
納税義務者

① 納税義務者が電子通知に同意した後、特別徴収義務者は同意の旨を市区町村へ連絡
※ 給与支払報告書の様式改正（電子通知の同意欄の追加）
② 市区町村は、特別徴収税額通知の納税義務者単位及び事業者単位のデータに対し、電子署名を付与
③ 市区町村は、eLTAX中の特別徴収義務者の通知用ボックスに、特別徴収税額通知を格納
④ 特別徴収税額通知の格納通知を、特別徴収義務者のメールアドレスへ送信
⑤ 特別徴収義務者は、eLTAXで特別徴収税額通知をダウンロード
⑥ 特別徴収義務者は、社内メール等を通じて、納税義務者へ特別徴収税額通知を配布
⑦ 納税義務者は、特別徴収税額通知の真正性を確認するためのソフトを、自らのパソコンにインストール

特
別
徴
収
税
額
通
知

（
納
税
義
務
者
用
）

特
別
徴
収
義
務
者

e
L
T
A
X ⑤ 特別徴収税額通知を

ダウンロード

④ メールアドレスへ特別徴収税
額通知書の格納通知を送信

③ 通知用ボックス
へ特別徴収税額通
知書を格納

同意がなかった場合は書面で送付

②

電
子
署
名
付
与

⑥ 社内メール等に
より通知を配布

書面交付

①－１
電子通知に同意

①－２ 給与支払報告書提出時に
電子通知に同意した者を報告

経由

電子通知に同意しない
納税義務者

真正性の確認

証明検証ソフト

⑦ ソフトを
インストールし
真正性の確認

署
名

署
名

署
名

真正性確認ソフト
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る。 

⑥ 特別徴収義務者は、社内メール等を通じて、納税義務者へ特別徴収税

額通知（納税義務者用）を配布する。 

⑦ 納税義務者は、特別徴収税額通知（納税義務者用）の真正性を確認す

るための検証ソフトを、社内（自宅）のパソコンにインストールして、

真正性を確認する。 

 

【メリット】 

○ 制度上、市区町村からの全ての特別徴収税額通知書の電子化が可能と

なる。また、電子化のメリットも大きくなることから特別徴収税額通知

（特別徴収義務者用）の電子化率の向上も期待できる。 

○ 特別徴収義務者が納税義務者に対し、特別徴収税額通知書（納税義務

者用）を郵送している場合、電子通知対象者分のコスト等を減少できる。 

【デメリット】 

○ 納税義務者のプライバシーを保護するためには、電子的にマスキング

処理をすることが必要であるが、技術的、費用的に可能か。 

○ 納税義務者が通知書の真正性を確認するためには、納税義務者が社内

（自宅）のパソコン等に検証ソフトをインストールする必要があるため、

一定の負担がかかる。（システムによっては、本人確認の上で事前に利

用者登録が必要となる場合もありうる。） 

○ 市区町村のシステム改修（同意した者の税務システムでの管理、大量

の電子署名の付与など）のコストが大きくなる。 

○ 市区町村の事務は、電子通知・書面通知対象者の二重管理の事務負担

について純増となり、特別徴収義務者については、毎年、電子通知の同

意の有無を管理する事務負担が増加する。 

○ この方式による場合、特別徴収義務者の従業員である納税義務者には

電子化が可能となるが、普通徴収による場合は、別途マイナポータルを

活用する案などを検討する必要がある。 
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（４）方向性についての委員からの意見 

   特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化の方向性として、提案した上

記３つの案について、委員からは以下のような意見があった。 

・ 特別徴収税額通知の電子及び紙の混在による運用の複雑化を回避する

ためには、（同通知書（納税義務者用）を電子化する場合、）極力希望制を

取り止め、電子申告により給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に対

して、同通知書（特別徴収義務者用）を電子的に提供するとともに、（同

時に）同通知書（納税義務者用）を特別徴収義務者経由で電子通知するこ

とと整理できれば、市区町村の情報の管理が簡素化されるとともに、事業

者側も通知の電子化に対応しやすくなるか。 

・ 特別徴収義務者は、市区町村から送付される特別徴収税額通知（納税義

務者用）を紙で処理するための仕分け作業や各従業員への発送事務、送付

コストなどが大きな負担となっており、電子的な提供に前向きな意見があ

る一方で、企業数の９割以上を占める中小規模の特別徴収義務者において

は、ＩＴの利用率は高くないため、引き続き、紙による通知を希望する声

が出るのではないかという意見もあった。 

・ マイナポータルへの送信（案１）において、マイナポータルの普及率に

懸念があるものの、例えば、国家公務員や地方公務員、企業でも一定の条

件を満たして対応できる特別徴収義務者から、ある程度の強制力をもって

進めていく方法も考えられる。 

・ 源泉徴収票と同様の方式（案２）において、現行の特別徴収税額通知（納

税義務者用）と比べて通知される情報量が減少するため、社会保障の手続

き等で、別途、所得・課税証明書を取得せざるを得ないなど、国民の利便

性の低下を招かないよう配慮する必要がある。 

・ ｅＬＴＡＸ経由（案３）において、納税義務者の所得情報に係るプライ

バシーが保護できない点については、特別徴収税額通知（納税義務者用）

の暗号化による秘匿措置や、電子通知への閲覧履歴を残せるアクセスログ

などの措置を講じることにより、紙通知におけるシールなどとほぼ同じレ

ベルの秘匿措置が可能と考える。 
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（５）今後の課題 

本年度の検討会において検討を行ったいずれの案においても、一定の課題

が残っているとともに、現在の事務処理と比べて大幅な手続きの変更となる。

そのため、今年度整理した案を検討のたたき台としつつ、実務において円滑

な運用が確保されるよう、引き続き関係者との間で、特別徴収税額通知（納

税義務者用）の電子化を進める場合の仕組みについて、更に検討を深めてい

く必要がある。 

特に以下については、それぞれの案の実現可能性を検討する上で重要なポ

イントであることから、引き続き、具体的な検討が必要となる。 

・  特別徴収義務者が納税義務者の電子通知の同意を確認する場合、その時

期と方法等をどうするか。 

・  現行の特別徴収税額通知（納税義務者用）が福祉や教育等における行政

手続きや金融機関等における手続きにおいて、課税証明書等と同様に取り

扱われている現状を踏まえ、電子化された場合でも納税義務者の利便性を

低下させないように留意すべき。 

・  電子署名や暗号化をする場合、処理に要する時間や、導入に係る手間や

コストがどの程度かを把握し、それらが費用対効果の点も含め課税実務等

において対応可能かどうか検証する必要があるのではないか。 

 

なお、特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化にあたっては、現在、

既に電子化がなされている特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）につい

て、電子通知と紙通知が混在しているため事務が負担であるとして、給与

支払報告書を電子的に提出し、同通知の電子化を希望する企業に対しては、

全ての市区町村が電子送付を行うよう義務付けることについて、経済界か

ら要望があることに留意する必要がある。 

  

31



  

32
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第３ マイナンバー制度の導入による課税事務の効率化・適正化 

 

１ マイナンバー制度開始に伴う課税事務への影響 

 

（１）地方税分野におけるマイナンバーの利用場面 

   本年度の個人住民税検討会では、地方税分野において、マイナンバーを

利用した所得情報の的確な把握や、情報提供ネットワークシステムを介し

た所得情報の提供における住民登録外課税者への対応について検討を行っ

た。 

   まず、これらの論点に入る前に、地方税分野におけるマイナンバー制度

の利用場面について、概観しておくこととする。 

地方税分野におけるマイナンバー制度の利用場面は、下図の①～③であ

る。 

 

① 番号を用いた地方税情報の管理 

   地方税分野におけるマイナンバーの利用は、平成 28年１月からの税申

告において順次開始されており、平成 29年１月からは、国税当局から提

供される確定申告情報等や税当局間の通知にマイナンバーが追加されてい

る。 

① 番号を用いた地方税情報の管理

○納税義務者等が提出する申請・届出等の記載事項
に番号を追加

○エルタックスを通じて国税当局から提供される確定
申告情報等や税当局間の通知に番号を追加

○番号を用いた情報の名寄せ・管理

② 情報提供ネットワークシステムを通じた情
報の取得
課税事務のため、現在は文書で照会している他の市町村の
所得情報や、添付書類の提出を求めている障害者手帳の
情報などをネットワークを通じて取得

③ 情報提供ネットワークシステムを通じた情
報の提供
所得情報の提供により、社会保障分野の手続で求めている
所得証明書の添付を省略

地方税当局

国税当局

都道府県年金保険者

申請・届出等
＜番号＞

確定申告等
情報の提供
＜番号＞

①

番号を用いた情報
の名寄せ、管理

②障害者手帳
情報などの
取得

所得情報の
提供

③

公平・公正な課税、事務の効率化

※このほか、マイナポータルを通じた納税者への情報提供も実施予定

公平・公正な課税、納税者の利便性向上

通知等
＜番号＞

他の地方税当局

エルタックス

情報提供ネットワークシステム

地方税分野における番号制度の利用場面

国民の手続負担の軽減
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   これにより、市区町村においては、マイナンバーを用いた情報の名寄せ

が容易になり、効率的で的確な所得の確認、未申告者の洗い出しが可能と

なっている。 

② 情報提供ネットワークシステムを通じた情報の取得 

   税務部局の課税実務において、現在は文書で照会している他の市区町村

が保有する所得情報や、添付書類の提出を求めている障害者手帳の情報な

どを情報提供ネットワークシステムを通じて、社会保障部局などから取得

することができるようになる。 

③ 情報提供ネットワークシステムを通じた情報の提供 

   上記②とは逆に、情報提供ネットワークシステムを通じて、所得情報を

税務部局から社会保障部局に提供することにより、社会保障分野の手続で

求めている所得証明書等の添付を省略できるようになる。 

 

（２）マイナンバーが与える課税事務への影響 

   地方税分野におけるマイナンバー制度開始に伴う課税事務の影響として

は、①～③で挙げたマイナンバーの利用場面を通じて、納税者の利便性向

上、課税事務の効率化、ひいては公平・公正な社会の実現につながること

が考えられる。また、市区町村の意見として、マイナンバー制度の開始に

より、課税事務の効率化に期待しているとの声がある一方で、マイナンバ

ーを利用することによる課税事務への影響は限定的との声もあり、マイナ

ンバーによる課税事務の効率化･適正化や活用方法などを周知していく必

要があると考えている。 
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２ マイナンバーを用いた所得情報の的確な把握 

（１）マイナンバー導入前の所得捕捉方法 

   市区町村の税務部局では、各種課税資料や、独自調査、保険部局等から

の情報を課税事務に活用している。マイナンバー導入前においては、これ

らの情報について、氏名・住所・生年月日等により、名寄せ、突合等を行

い課税事務に活用している。 

（２）マイナンバー導入後の所得捕捉方法 

マイナンバーが導入されることによって、氏名・住所・生年月日等に加

え、マイナンバーによる名寄せ、突合等を行うことが可能になる。また、

独自調査等により把握していた情報を、情報提供ネットワークシステムを

介して取得することが可能となり、書面照会により情報収集する事務負担

が軽減されることになる。 

 

 

 

 

 

 

○ 市町村の税務部局は、納税義務者全員について様々な資料や独自調査等による情報を名寄せして所得等の状
況を把握している。また、保険部局や申請のあった本人から情報を入手し、課税事務に役立てている。

○法定調書等の各種課税資料の調
査による情報

○給与支払報告書未提出事業所及び
申告書未提出者の調査による情報

○所得控除に係る調査による情報

国税庁から電子データで送信される法定調書以
外のものに係る調査など

未提出事業所又は申告書未提出者に対する
聴き取り・実地調査など

扶養控除・配偶者控除等の対象要件の調査など

給与支払報告書※１

約4,800万人※２

公的年金等支払報告書※３

約1,300万人※４

確定申告書【写し】
約2,100万人

住民税申告書

独自調査等により入手市町村に提出がある

※１ 税務署への源泉徴収票の提出を要しないとさ
れている支払金額500万円以下（一部例外あり）
の場合も、市町村には提出。

※２ 給与収入のある者のうち納税義務者の数

氏名・住所・生年月日等により、名寄せ・突合・調査を行う。

※３ 税務署への源泉徴収票の提出を要しないと
されている支払
金額60万円以下（一部例外あり）の場合も、

市町村には提出。

※４ 公的年金収入のある者のうち納税義務者の
数

マイナンバー導入前の情報の収集・管理（市町村の税務部局による個人所得課税情報の名寄せ）

（国税庁から電子データで送信される）報
酬・配当・利子等の法定調書※５

入
手

※５ 次の５種類の法定調書。①利子等の支払
調書、②報酬、料金、契約金及び賞金の
支払調書、③配当、剰余金の分配及び基
金利息の支払調書、④給与所得の源泉
徴収票、⑤公的年金等の源泉徴収票

国税連携により入手

地方税当局

申告者及び福祉部局から
入手

○障害者手帳に関する情報

○生活保護受給者情報

提 出
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○ 各種報告書及び申告書等にマイナンバーが記載されることにより、名寄せが効率的に行われる。また、情報提供
ネットワークシステムを使用することにより、地方税当局内でスムーズに情報を入手することができる。

○所得控除に係る情報

扶養控除・配偶者控除等は、情報提供ネッ
トワークシステムを介し情報を照会するこ
とで二重控除を防止可能に。

給与支払報告書※１

約4,800万人※２

公的年金等支払報告書※３

約1,300万人※４

確定申告書【写し】
約2,100万人

住民税申告書

市町村に提出がある

※１ 税務署への源泉徴収票の提出を要しないとさ
れている支払金額500万円以下（一部例外あり）
の場合も、市町村には提出。

※２ 給与収入のある者のうち納税義務者の数

※３ 税務署への源泉徴収票の提出を要しないと
されている支払
金額60万円以下（一部例外あり）の場合も、

市町村には提出。

※４ 公的年金収入のある者のうち納税義務者の
数

マイナンバー導入後の情報の収集・管理（市町村の税務部局による個人所得課税情報の名寄せ）

（国税庁から電子データで送信される）報
酬・配当・利子等の法定調書※５

※５ 次の５種類の法定調書。①利子等の支払
調書、②報酬、料金、契約金及び賞金の
支払調書、③配当、剰余金の分配及び基
金利息の支払調書、④給与所得の源泉
徴収票、⑤公的年金等の源泉徴収票

国税連携により入手

地方税当局

情報提供ネットワークシス
テムにより入手

○障害者手帳に関する情報

○生活保護受給者情報

マイ
ナンバー

源泉徴収義務者情報（Ｈ２９．６～）

給与支払報告書の未提出事業者の抽出が
可能に

独自調査等により入手

○法定調書等の各種課税資料の調査による情報

国税庁から電子データで送信される法定調書以外のものに係る
調査など

書面照会により情報を収集する
手間や時間が軽減。

調査後入手

入
手

マイ
ナンバー

マイ
ナンバー

マイ
ナンバー

マイ
ナンバー

～地方税分野における番号制度の利用場面～
番号法により情報提供ネットワークシステムを通じて情報提供を受ける地方税分野での事務

● 現在は紙媒体等での照会により確認している被扶養者の所得等の確認や、障害者手帳の持参により確認
している障害者減免の適用などが、社会保障・税番号制度の導入後は、情報提供ネットワークシステムを通じて照会
することが可能となる。

税目 情報提供者 想定している具体的な事務 求める情報

個人住民税

都道府県知事 障害者控除の適用 障害者手帳に関する情報

都道府県知事等 生活保護減免の判定 生活保護受給者情報

市町村長

家屋敷課税の判定
所得の額、障害者・未成年者・寡婦又は寡夫
の該当の有無

配偶者控除、配偶者特別控除、扶
養控除の適用

被扶養者等の所得の額、他の扶養親族となっ
ていない旨 等

固定資産税 都道府県知事等 生活保護減免の判定 生活保護受給者情報

自動車税 都道府県知事 障害者減免の判定 障害者手帳に関する情報

個人事業税
都道府県知事 障害者減免の判定 障害者手帳に関する情報

都道府県知事等 生活保護減免の判定 生活保護受給者情報

情報提供を受ける地方税分野での事務の具体例（※ 番号法別表第二に規定）
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（３）マイナンバー導入による効果と課題 

  これまで、市区町村において法定調書と確定申告データを突合する際に

は、氏名及び住所による突合を行っており、記載ミスや転居、氏名の変

更、外字等の要因により効率的な突合は困難な状況にあったが、先に述べ

たとおり、マイナンバーの導入によって、オンラインで提供を受けた法定

調書データについて、マイナンバーを利用して法定調書と確定申告データ

を突合することが可能となり、効率的かつ的確に所得の確認と未申告者の

洗い出しが可能になった。 

一方で、委員からは、以下の意見があった。 

・ マイナンバーの記載がない場合、または誤った記載がされている場合

は、これまでと同様の取扱いとなるため、効果があがらない。 

・ マイナンバーが一致しても、調書に記載されている氏名や住所等が、

課税団体で把握している氏名や住所と異なる場合、本人であるかの確認

が困難となる場合がある。 

・ 課税資料に誤った番号が記載されていた場合、別人に当該資料が適用

されるおそれがある。 

マイナンバーの課税資料への正確な記載が行われることは、マイナンバ

ーを活用した課税事務を行うに当たり、重要なポイントである。 

 

国税当局から提供される法定調書に個人番号が付され、申告情報との名寄せが容易になることで、
申告された所得情報の確認、未申告者の洗い出しが効率的かつ的確に行われる。

企業納税者

報酬の支払い

氏名・住所（支払時）
の告知 市町村

法定調書の提出

氏名・住所（支払時）

法定調書の内容の提供（紙）

氏名・住所（支払時）

現状

• 氏名・住所による法定調書と確定申告の突合は困難（原因：記載ミス、転居、氏名の変更、外字）

• 市町村が国税当局から情報提供を受けている法定調書は、一部を除いて電子データの提供はされておらず、多くの団体
は手作業で突合

企業納税者

報酬の支払い

番号の告知

国税当局 市町村

法定調書の提出

番号 法定調書データの提供

今後

番号

• オンライン提供を受けた法定調書データについては、システムにより番号を用いて
正確、効率的に申告情報と法定調書の内容を突合

効率的、的確な所得の確認、未申告
者の洗い出しが可能に

突
合

突
合

確定申告

氏名・住所（申告時）等

申告データの提供

申告データの提供

確定申告

番号

番号

国税当局

～地方税分野における番号制度の利用場面～
支払調書の名寄せの精度向上について
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  また、昨年度、検討会において議論がなされた扶養控除の要件確認につい

ても、マイナンバーの導入により、市町村においては、納税義務者（扶養

者）ごとに被扶養親族の情報をマイナンバー付きで管理することとなるが、

このことにより、全ての団体が自団体内における被扶養者の状況（被扶養親

族の所得情報や扶養者との扶養関係）を正確に把握することができるととも

に、他団体に対しても、被扶養者が扶養者とは別の市町村に居住しており、

当該市町村において、中間サーバーに被扶養者としての情報を登録していな

い場合を除き、情報提供ネットワークシステムを用いて正確かつ効率的な被

扶養者情報の照会・回答が可能となる。   

 

３ 所得情報提供における住民登録外課税者への対応 
 
 （１）住民登録外課税について 

   本年度の検討会においては、昨年度までに行った議論を踏まえつつ、所

得情報提供における住民登録外課税者への対応に関して、引き続き課題の

検討を行った。 

   市区町村内に住所を有する個人には、市町村民税が課されることとなる

が（地方税法第 294 条第１項第１号）、自団体の住民基本台帳に記録され

ていない者で、その者が自団体内に住所を有すると認定された場合には、

その市区町村は、その市区町村の住民基本台帳に記録されている者とみな

して、市町村民税を課すことができ（以下「住登外課税」という。）、この

場合において、市区町村長は、その者が他の市区町村の住民基本台帳に記

録されていることを知ったときは、その旨を当該市区町村の長に通知しな

ければならないこととされている。（同条第３項） 

 

住民登録外課税について

市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する
者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町
村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基
本台帳に記録されていることを知ったときは、その旨を当該市町村の長に通知しなければなら
ない。

地方税法第294条第３項

市町村内に住所を有する個人には、市町村民税が課される。（地方税法第294条第１項）
ただし、自団体の住民基本台帳に記録されていない者で、その者が自団体内に住所を有すると認

定された場合には、その市町村は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなして、市
町村民税を課することができる。この場合には、その者が現に記録されている住民基本台帳に係る
市町村の長に通知しなければならないこととされている。

企業
給与支払
報告書

Ａ市役所 Ｂ市役所

給報を根拠に課税。
Ａ市での居住実態の確認の有無や方法、住基地
市町村の把握の有無や方法には様々なケースあ
り。

Ａ市

住民登録外
課税通知

Ｂ市に住民登録があると判明し
た場合、Ａ市において住民登録
外課税を行った旨を住基地のＢ
市に通知。勤務

勤務時の
住居

課税 本人の
「住所」意識は

Ｂ市？

住民登録はＢ市
（実家、自宅等）

のまま
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（２）情報提供ネットワークシステムを介した所得情報の照会・回答 

   住登外課税された者について情報提供ネットワークシステムを介して

所得情報の照会を行う場合、照会を行う団体は、住登外課税を行った団体

を把握することができず、当該者が住民登録されている市区町村を照会先

とすることとなるが、当該市区町村は課税を行っていないため所得情報等

がなく、所得情報等が得られないことから、これへの対応について検討を

行った。 

 

 この対処方法として、住基地市区町村が住登外課税された者の所得情報欄に

課税団体情報（市町村コード等）を登録することにより、所得情報等の照会を

行った団体は、課税団体情報を取得することが可能となる方法を検討した。 

なお、この対処方法については、以下の点に留意する必要がある。 

・ 住登外課税団体において、住民登録が他の市区町村にある者についても所

得情報等の副本登録を行うとともに、住登外課税通知を徹底・早期化するこ

と。 

・ 住基地市区町村は、住登外課税通知を受けた後、速やかに、課税団体情報

を所得情報欄に副本登録すること。 

  

 

18

マイナンバー導入後
（住基地課税の場合）

地方税当局

情報提供ネット
ワークシステム

給与支払報告書が提出され課税を行う市町村と住民登録のある市町村が
異なる場合、Ｃ県がＢ市に情報提供ネットワークシステムを通じて所得
情報を照会しても所得情報が得られないことから、これへの対処が課
題。

マイナンバー導入後
（住民登録外課税の場合）

課題① 住民登録外課税の場合の所得情報の照会・回答

Ａ市（Ｄさんの課税市町村）
所得情報有

企業 給与支払報告
書の提出

福祉部局

地方税当局

Ａ市

企業

給与支払報告
書の提出

Ｂ市
（Ｄさんの住基地市町村）

地方税当局

福祉部局

Ｄさん

Ｄさん

課題

Ｂ市

Ｃ県

×

特別徴収税
額通知

特別徴収税
額通知

特別徴収税
額通知

特別徴収税
額通知情報提供ネットワークシステム

所得情報の照会

情報提供ネットワークシステムを使用し、所得情報等の提供・
取得を行う。

Ｃ県が情報提供ネットワークシステムを
通じてＢ市あて所得情報の照会を行った
場合、Ｂ市に所得情報がないため現時点
では回答できない旨、回答がある。

未定稿

所得情報の
回答

住民登録外課
税通知

所得情報の照
会

所得情報
の回答
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この手法については、住基地課税された者か住登外課税された者かによって、

１つの項目（所得情報欄）に対して、所得情報又は課税団体情報の２通りの情

報が登録されることとなり、情報処理が煩雑になるなどの意見があった。 

また、所得情報欄に課税団体の情報を登録することは、もともとのシステム

上、想定していない処理方法であるため、情報の提供側及び照会側の双方でシ

ステムの改修が必要となることなどの課題があるといった意見もあった。 

  これらの意見等を踏まえれば、当面の改正案としては、以下の方法で対応す

ることが考えられる。 

・ 住登外課税を行った団体は、住民基本台帳ネットワークシステムにより、住

登外課税された者の住基地を確認するとともに、住登外課税された者の所得

情報等を中間サーバーに登録する。 

・ 住登外課税団体は、５月末までに、住基地団体に対しｅＬＴＡＸを通じて住

登外課税通知を送付し、同通知を受け取った住基地団体は、住登外課税された

者の副本を未登録とする。 

・ 情報照会者は、住基地団体に対し、情報提供ネットワークシステムを介して、

住登外課税された者に係る地方税情報の照会を行うが、住基地団体において

副本が未登録となっているため、即時応答不可の旨が自動で通知され、その後、

副本登録が漏れている場合を除き、原則、情報提供エラーが通知される。 

・ 情報照会者及び住基地団体は、情報提供エラーの通知があった者について、
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H29.7～
想定される状況

① Ａ市はＤさんの所得情報を中間サーバーに登録し、情報提供ネットワーク
システムに機関別符号の生成依頼を行う。
②③ Ａ市はＤさんの住基地を調べＢ市あて住民登録外課税通知をする。
④⑤ Ｃ県は、Ｄさんの機関別符号を用いて情報提供ネットワークシステムで
Ｂ市に対し所得情報を問い合わせるが、「現時点では回答できない」旨回答が
ある。
⑥ Ｃ県はＢ市へＤさんの課税市町村（住民登録外課税の有無）を問合せる。
⑦ Ｃ県は情報提供ネットワークシステムでＡ市に所得情報を照会。

情報提供ネット
ワークシステム

H29.7～
対応案

課題①への対応案

Ｂ市
（Ｄさんの住基地市町村）

地方税当局

福祉部局

Ｃ県

地方税当局

Ａ市（Ｄさんの課税市町村）
所得情報有

中間サーバー

①所得情報
副本登録

③住民登録
外課税通知

⑥課税市
町村を照
会・回答

未定稿

住基ネット

②Ｄさんの住
基地確認

×

⑤所得情
報の回答

⑦Ａ市に対し
所得情報を照
会・回答

① Ａ市はＤさんの所得情報を中間サーバーに登録し、情報提供ネットワーク
システムに機関別符号の生成依頼を行う。
②③ Ａ市はＤさんの住基地を調べＢ市あて住民登録外課税通知をする。
④ Ｂ市は通知を元に、所得情報欄に課税団体情報（市町村コード等）を登録
する。
⑤⑥ Ｃ県は、Ｄさんの機関別符号を用いてＢ市に対し所得情報を問い合わせ
ると、Ａ市で課税していることがわかる。
⑦ Ｃ県は、情報提供ネットワークシステムでＡ市に所得情報を照会。
※具体的な課税団体情報の登録の仕方については、今後通知を行う予定。

情報提供ネット
ワークシステム

Ｂ市
（Ｄさんの住基地市町村）

地方税当局

福祉部局

Ｃ県

地方税当局

Ａ市（Ｄさんの課税市町村）
所得情報有

中間サーバー

①所得情報
副本登録

③住民登録
外課税通知

住基ネット

②Ｄさんの住
基地確認

⑥所得情
報の回答

⑤所得
情報を照
会

⑦Ａ市に
対し所得
情報を照
会・回答

④課税団体情
報副本登録

中間サーバー

＜懸念事項＞
・Ｂ市において、問合せ対応にか
かる事務負担増。
・Ｃ県において、所得なしの人と
住登外課税の人が区別できず、照
会件数が多くなる。

④所得
情報を照
会

＜留意点＞
・課税団体において、住基が他の
市町村にある者についても所得情
報の副本登録を行い、住民登録外
課税通知を徹底・早期化する。
・住基地団体は、住民登録外課税
通知を受けたらすみやかに課税団
体情報の副本登録を行う。
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再度、「書面等」により照会・回答を行う。 

・ 情報照会者は、回答のあった住登外課税団体に対し、情報提供ネットワー

クシステムにより、住登外課税された者の所得照会等を行う。 

 

 

  なお、データ標準レイアウトの改版により、住登外課税団体の課税団体情報

を住基地団体が中間サーバーに副本登録することで、情報提供ネットワーク

システムを介して照会・回答を行うことができるようにすることが必要であ

ると考える。 

 

（３）住基地課税の推進 

 

① 給与支払報告書の再振分の方法 

   昨年度の検討会において、住登外課税が行われた場合に、住基地市区町

村に給与支払報告書が提出されず、住登外課税された者の課税所得の把握

ができないといった課題に対して議論がなされ、マイナンバーを活用し給

与支払報告書に記載された住所と納税者の住基地を突合することで、住基

地に給与支払報告書が提出されていない者については、ｅＬＴＡＸの振り

分け機能を用いて住基地市区町村に職権で給与支払報告書を転送するこ

Ｂ市
（Ｃさんの住基地市町村）

Ａ市
（Ｃさんの課税市町村）

中間サーバー

③所得情報の副本を登録
②Ｃさんの住基地を確認

福祉部局

情報提供ネットワークシステム

住基ネット

Ｃさん

①住民登録外課税
④住民登録外課税通知

⑤Ｃさんの副本を
未登録にする

⑥所得照会

⑧Ｃさんに係る課税団体の情報を、
書面（従前通りの方法）により照会・
回答

⑨課税団体に対して、所得照会

⑦情報提供
エラー通知

住民登録外課税者に係る課税市町村コードの回答方法について

(H29.7～改正対応案)

※ データ標準レイアウトを改版し、30年７月以降

の所得照会については、課税市町村の市町村
コード等を住基地市町村が入力し、情報提供
ネットワークを介して回答することが可能となる
予定
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とにより住基地課税を推進する検討がなされたところ。 

   本年度の検討会においては、昨年度の議論に加え、新たな案として給与

支払報告書の提出を受けた市区町村と住基地市区町村が異なる場合、双方

で協議を行い、住基地市区町村で課税を行う場合には給与支払報告書を住

基地市区町村に転送する方法を提示した。 

 

（ⅰ）職権転送方式 

  昨年度の検討会において議論された、給与支払報告書が住基地でない市区

町村に提出された際に、当該市区町村から給与支払報告書を住基地市区町村

に転送することとする仕組みについて、引き続き議論を行った。 
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電子的提出
（マイナンバー導入後）

企業

eLTAX

課題②への対応案（マイナンバー活用による給与支払報告書の電子的提出先の再振分け（イメージ））

○ 給与支払報告書と源泉徴収票の両方に共通する一種類の様式を送信すれば、必要な提出先に自動的に振り分けて提出されるように
することで、企業の事務負担が軽減される。

○ マイナンバーにより１月１日の住基地を把握できるため、住基地調査に係る負担がなくなる。

○ マイナンバー導入後は、各種給付等における本人所得の確認は、情報提供ネットワークシステムを通じて行われるため、照会機関
に混乱が生じないよう、住基地課税を徹底。

※ 住基地に居住実態がなく、居住実態のある居所地で住登外課税を行っているケースについては、居所地への住民登録（住民票）の異動を呼びか
け、居住実態に合致した住基地課税を促進。（居住実態のない住基地での課税を行おうとする趣旨ではない。）

○ これと併せ、法定調書等による給与所得以外の所得情報の住基地への集約を徹底すれば、より正確な所得情報の把握が可能とな
り、社会保障や税務をより公平公正に実現できる。

住基地
市町村Ｅ

住基地
市町村Ｆ

最初の振分けで住基地に到達
していなかった給報について

も、住基地課税が実現
eLTAX

給報記載
市町村Ｃ

給報記載
市町村Ｂ

給報記載
市町村Ａ

給報記載
市町村Ｄ

給与支払
報告書

（電子データ）

給与支払
報告書

（電子デー
タ）

給与支払
報告書

（電子デー
タ）

給与支払
報告書

（電子デー
タ）

（住基地市町村
へ再振分け）

住基ネット

給与支払
報告書

（電子デー
タ）

マイナンバーを活用して、給報住所と
住基地住所を突合

未定稿

給与支払
報告書

（電子データ）

給与支払
報告書

（電子データ）

給与支払
報告書

（電子デー
タ）

給与支払
報告書

（電子データ）
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この方式については、以下の点において課題があると考えられる。 

・ 職権転送が相当程度増加し、事務負担が増加すること。 

・ ＤＶ被害等を理由に住民票を異動していない場合に個別の対応が必要で

あること。 

・ 居住実態の把握が十分に行われず、居住実態のない住基地で課税されるこ

と。 

・ 給与支払報告書の職権転送後、転送元市区町村に居住実態があると判明し

た場合、再度給与支払報告書の返送を行い、特別徴収義務者に対しても再通

知が必要である等、手続が非常に煩雑となること。 

・ 基本的に住基地市区町村で課税することになった場合、団体によっては税

収面に影響があること。 

  また、職権転送方式を採用し、居住実態によらず、住基地自治体で課税する

こととする場合、個人住民税の考え方をあらためて整理する必要があるとの

意見があった。 

（ⅱ）事前通知方式 

これらの議論を踏まえて、給与支払報告書を受けた市区町村と住登外課

税を行った市区町村の、どちらが課税団体となるか事前に協議を行う仕組

みとした場合について、下図に想定される事務フローを示す。 

22

○ 企業から給与支払報告書の提出を受けた市町村は、その者が当該市町村の住民であることを確認

し、異なる場合は、給与支払報告書を住基地市町村に職権で転送する。併せて、企業に対して、給

与支払報告書を住基地市町村に転送したことを通知する。

（イメージ①）給与支払報告書の再振分の方法（職権転送方式）

給与支払
報告書

振分
サーバ

源泉
徴収票

④税務署と
各市町村へ
振り分け

従業員

企業

①住所・マイナン
バー申出

⑤住基台帳により当該市町村の住民であるかを
確認（大半は当該市町村の住民であり確定）

⑦住基地住所が当該市町村で
ない場合、マイナンバーを
利用して給与支払報告書を
住基地市町村に職権で転送⑧給与支払報告書を住基地市町

村に転送したことを通知

②給与支払報告書に住所・マイナ
ンバーを記載

③eLTAXに給与支払報告書を送信

市町村Ｂ

市町村Ｃ

給与支払
報告書

（市町村Ｂ）給与支払
報告書

（市町村Ｃ）

再振分
サーバ

通知
サーバ

給与支払
報告書

（市町村Ｂ）

⑥確認が取れない場合、マイナンバーを
用いて、住基ネットで１月１日時点の
住基地住所を確認

eLTAX

住基
ネット

給与支払
報告書

給与支払
報告書

（市町村Ａ）

⑨ ⑦において、住基地市町村で課税することに異議がある場合
にはその旨の通知を付し、市町村Ｂは協議に応じる義務あり。

⑩ 協議の結果、生活の本拠が市町村Ａにあるということで合意
された場合には、Ａにおいて住民登録外課税。Ａへの住基の異
動を促す。この場合、国税連携等でＢに送付された資料は速や
かにＡへ転送する。

市町村Ａ

④各市町村へ
振り分け

振分
サーバ

未定稿

システム改修必要

住民登録外
課税通知

⑪Ａで住登外課税を行う場合、
住民登録外課税通知を行う。
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この方式については、市区町村において現状の運用に近く、住登外課税通知を

早期化することを除き、大きな事務負担の増加はないと考えている。 

ただし、①職権転送方式と比較して住基地課税の推進が進まないおそれがあ

ること、課税資料が３以上の市区町村に存在する場合、課税時期までに協議を終

えることが困難となる場合があるといった課題が考えられる。 

 

② 住基地課税推進の課題 

  先に述べたとおり、住基地課税を推進するための方法として、２つの案につ

いて検討を行ったところであるが、提出された給与支払報告書を再度振り分

け、住基地課税を推進することに対して考えられる課題を以下にまとめた。 

・ 住基がない者に対する居住実態の把握及び地方団体間での協議を、給与支払

報告書の受理後、税額通知を行うまでの間に全て行うのは、時間的に厳しい。 

・ ＤＶ被害等を理由に住基を異動していない場合への個別対応が必要。 

・ 今まで住登外課税を行っていた納税者への理解を得る必要がある。 

・ 住民登録の異動勧奨まで、課税当局で調整するのは困難。 

・ 特別徴収義務者が本人から知り得ていなかった住基地の情報が職権転送に

より伝わってしまうことに対して、納税義務者の個人情報保護の観点から問

題ないか。 

  

23

○ 企業から給与支払報告書の提出を受けた市町村は、その者が当該市町村の住民であることを確認し、

異なる場合は住基地市町村と協議する。住基地で課税を行う場合、給与支払報告書を住基地市町村

に転送する。

（イメージ②）給与支払報告書の再振分の方法（事前通知方式）

給与支払
報告書

振分
サーバ

源泉
徴収票

④税務署と
各市町村へ
振り分け

従業員

①住所・マイナンバー申出

⑤住基台帳により当該市町村の住民であるかを
確認（大半は当該市町村の住民であり確定）

⑦住基地市町村と協議を行う。
（住民登録外課税通知の早期化）

市町村Ｂ

市町村Ｃ

給与支払
報告書

（市町村Ｂ）

⑥確認が取れない場合、マイナンバーを
用いて、住基ネットで１月１日時点の
住基地住所を確認

eLTAX

住基
ネット

※国税連携等で送付された資料
は、速やかに課税市町村へ転
送する。

市町村Ａ

④各市町村へ
振り分け

振分サーバ

⑧協議の結果、Ｂで住基地課税
を行う場合は、給与支払報告
書を転送する。（住登外課税
の場合は転送しない。）

再振分サーバ

給与支払
報告書

（市町村Ｃ）

給与支払
報告書

（市町村Ａ）

未定稿

②給与支払報告書に住所・マイナ
ンバーを記載

③eLTAXに給与支払報告書を送信

企業

給与支払
報告書

給与支払
報告書

（市町村Ｂ）

住民登録外
課税通知

システム改修必要
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４ まとめ 

  マイナンバー制度の導入により、各市区町村においては、導入前に困難で

あった名寄せが可能となることや、情報提供ネットワークシステムを介した

情報連携により、書面照会で情報収集する事務負担が軽減されることなどが

期待されている。 

各市区町村が行う課税事務においてマイナンバーを最大限活用するために

も、マイナンバー制度の導入による課税事務の効率化・適正化について、引

き続き検討を進めるとともに、各市区町村においても、マイナンバーが公平

公正な課税及び事務の効率化に資することを認識し、効果的な活用方法を、

積極的に検討することが求められる。 

また、住登外課税者に係る情報提供ネットワークシステムを介した所得情

報等の照会に対しては、照会団体が適切に課税団体情報を取得できるよう方

策を講じ、その取扱いについて各市区町村に対し周知徹底を図る必要があ

る。 

さらに、住基地課税の推進については、市区町村の課税当局だけではな

く、特別徴収義務者及び納税義務者に対しても、趣旨を理解していただき、

十分な体制を築いた上で推進を図ることが重要である。 
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特別徴収税額通知（納税義務者
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